
 

 

 

 

滋賀県都市公園条例の一部改正（案）に係る意見募集の結果について 

 

 

１ 意見募集の実施結果 

平成 29 年 9 月 14 日（木）から平成 29 年 10 月 13 日（金）までの 1 ヵ月間、

滋賀県県民政策コメント制度に関する要綱（平成 12 年滋賀県告示 236 号）に基づき、

「滋賀県都市公園条例の一部改正（案）」についての意見の募集を行った結果、提出さ

れた意見はありませんでした。 

 

2 募集の周知方法 【 ○：必須、◇：任意 】 

○滋賀県ホームページ掲載：eしんぶん、都市計画課、県民政策コメント、しがネット 

    （eしんぶん（募集ページ）のアクセス数：460回） 

○備え付け：都市計画課、県民情報室、 

各合同庁舎行政情報コーナー（南部、甲賀、東近江、湖東、湖北、高島）、 

大津土木事務所、長浜土木事務所木之本支所           

○報道機関への資料提供  

 

◇県公式facebook投稿             （いいね：38件、シェア：3件） 

◇関係機関へ情報提供：市町都市公園管理部局、県営都市公園指定管理者 

◇備え付け：県立図書館、県立大学交流センター              

◇県政モニターへの周知 

◇指定管理者ホームページ掲載              

◇公園利用者へチラシ配布（指定管理者による手配り）        （約 280 枚） 

 

3 今後の予定 

11 月議会へ議案の上程。 
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滋賀県都市公園条例の一部を改正する条例（案）について

改正のポイント① ＜都市公園法の改正に伴う参酌基準（※１）を条例に規定＞

※１ 参酌基準：国の基準を参酌して、条例で定める基準

【２】運動施設率（※３）の上限を規定

【1】公募対象公園施設の建ぺい率（※2）の特例を規定 【別紙①参照】

・通常、飲食店、売店等の便益施設の建ぺい率は２％

・国の基準：公募対象公園施設については、休養施設、運動施設等と同様10％の建ぺい率上乗せ

★今後の公園利用の活性化に向け、公募対象公園施設の建ぺい率の上乗せ上限分を10％に規定

・国の基準：従前の都市公園法において、運動施設率は５０％を超えてはならないとされていた。

・都市公園法施行令の改正において、上記の運動施設率が参酌基準化された。

★県営都市公園における状況に照らし、都市公園敷地に対する運動施設の割合の上限を50％に規定

条例第１条の７

条例第１条の8

【4】指定された都市公園の区域以外での火気の使用禁止を追加

【3】都市公園におけるごみの放置禁止を明確化

【5】都市公園の利用に支障がある行為の禁止を追加

【6】【3】および【４】の行為をした者は5万円以下の過料

【7】【5】の行為をした者に対する行為の中止、原状回復もしくは都市公園よりの退去の命令に
違反した場合に5万円以下の過料

条例第４条

条例第15条

・民家が隣接するなど周辺への影響があるエリア（現在の禁止運用エリア） ⇒ バーベキュー等を禁止

・全エリア ⇒ 直火によるたき火・火遊び禁止

※3 運動施設率：都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合

・ごみを捨てる行為については、改正前から「都市公園を汚損する行為」として

禁止していたが、ごみを捨てる行為が禁止行為であることを明確化

・利用に支障がある行為の事例 ⇒ ゴルフ練習や犬などのノーリード等

改正のポイント② ＜都市公園の快適な利用および管理の適正化＞

【8】利用の禁止または制限に、公益上やむを得ないと認められる場合を追加

条例第5条

・植物の植生地の保全や公園の風致・美観を保全する場合（芝生の養生など）

・災害時などの危機管理事案にいち早く公園の一部を避難地等として利用できるようにする場合

※２ 建ぺい率：建築物の建築面積の当該都市公園の敷地面積に対する割合



屋根付広場等高い開放性を有する建築物等 ＋１０％・・③

休養施設・運動施設・教養施設、公募対象公園施設等を設置する場合 ＋１０％・・②

都市公園においては、オープンスペースの確保のため、公園施設の建ぺい率（注）を規定
（都市公園法第４条）

ただし、公園施設の種類によりこれを超えることができる（都市公園法施行令第６条）

建ぺい率：原則 ２％・・①

（教養施設又は休養施設のうち）以下のものを設置する場合
＋２０％（②の＋１０％分を含む）・・②“

・文化財保護法による国宝、重要文化財、登録有形文化財

・景観法による景観重要建造物 等

（注）建ぺい率：建築物の建築面積の都市公園の敷地面積に対する割合

建ぺい率の特例

（注）建ぺい率は参酌基準であるため、法律で定める値（上記）を参酌して条例で定める値が、当該都市公園の建ぺい率となる

【別紙①】

※休養施設等と公募対象公園施設それぞれに１０％上乗せできるものではない。

令第6条第6項

※①＋②（休養施設と公募対象公園施設等の合計）に１０％上乗せできる。

建築物全て ２％・・・①

休養施設・運動施設・教養施設、

公募対象公園施設＋１０％・・ ②

仮設公園施設

（３カ月を限度として臨時に

設けられる建築物等）

＋２％・・④

特
例

休養施設・教養施設

（文化財保護法、景観法）

＋２０％ ・・②“

（②の＋１０％分を含む）

屋根付広場等

＋１０％・・③

屋根付広場等

＋１０％・・③仮設公園施設 ＋２％・・④

仮設公園施設 ＋２％・・④

※（①＋②＋③）に２％上乗せできる。

特例のイメージ



1 

 

 

滋賀県都市公園条例の一部を改正する条例要綱（案） 

 

 

１ 改正の理由 

  都市緑地法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 26 号）による都市公園法（昭和

31 年法律第 79 号）の一部改正等により、都市公園に設けられる公募対象公園施設である

建築物の建築面積の当該都市公園の敷地面積に対する割合の特例および運動施設の敷地面

積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合の上限について、条例で定めることとさ

れたことから、これらを定めるため、ならびに都市公園における禁止行為として、指定さ

れた場所以外の場所での火気の使用を追加し、およびごみを捨てる等の行為が禁止行為で

あることを明確にする等、利用者の都市公園の快適な利用に資するとともに、都市公園の

管理の一層の適正化を図るため、滋賀県都市公園条例（昭和 53 年滋賀県条例第 13 号）の

一部を改正しようとするものです。 

 

２ 改正の概要 

(1) 都市公園に設けられる公募対象公園施設である建築物の建築面積の当該都市公園の敷

地面積に対する割合の特例を定めることとします。（第１条の７関係） 

(2) 都市公園に設けられる運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する

割合の上限を定めることとします。（第１条の８関係） 

(3) 次に掲げる行為のうち、アの行為について都市公園における禁止行為であることを明

確にするとともに、イおよびウの行為について新たに禁止行為として追加することとし

ます。（第４条関係） 

 ア ごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置すること。 

 イ 指定された場所以外の場所でたき火その他の火気を使用すること。 

 ウ その他都市公園の管理および利用に支障がある行為をすること。 

(4) 区域を定めて都市公園の利用を禁止し、または制限することができる場合として、災

害発生時に都市公園を避難地等として利用する場合等、都市公園の管理上の理由以外の

理由により公益上やむを得ないと認められる場合等を追加することとします。（第５条関

係） 

(5) (3)アおよびイの行為をした者は、５万円以下の過料に処することとし、(3)ウの行為

をした者については、監督処分を経た上で、監督処分に従わない場合に当該過料に処す

ることとします。（第 15条関係） 

(6) その他 

ア この条例は、公布の日から施行することとします。ただし、(3)から(5)までの改正

は、平成 30 年４月１日から施行することとします。 

イ この条例の施行に関し必要な経過措置について規定することとします。 

ウ その他必要な規定の整理を行うこととします。 
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滋賀県都市公園条例新旧対照表（案） 

旧 新 

目次 目次 

第１章 総則（第１条・第１条の２） 第１章 総則（第１条・第１条の２） 

第１章の２ 都市公園および公園施設の設置基準（第１条の３―第１条

の７） 

第１章の２ 都市公園および公園施設の設置基準（第１条の３―第１条

の８） 

第２章 都市公園の管理（第２条―第９条の７） 第２章 都市公園の管理（第２条―第９条の７） 

第２章の２ 工作物等の保管の手続等（第９条の８―第９条の10） 第２章の２ 工作物等の保管の手続等（第９条の８―第９条の10） 

第３章 雑則（第10条―第14条） 第３章 雑則（第10条―第14条） 

第４章 罰則（第15条・第16条） 第４章 罰則（第15条・第16条） 

付則 付則 

  

第１章 総則 第１章 総則 

第１条および第１条の２ 省略 第１条および第１条の２ 省略 

  

第１章の２ 都市公園および公園施設の設置基準 第１章の２ 都市公園および公園施設の設置基準 

第１条の３～第１条の５ 省略 第１条の３～第１条の５ 省略 

  

（公園施設の設置基準） （公園施設の設置基準） 

第１条の６ 法第４条第１項の条例で定める割合は、100分の２とする。 第１条の６ 法第４条第１項の条例で定める割合は、100分の２とする。 

  

（公園施設の建築面積の特例） （公園施設の建築面積の特例） 

第１条の７ 法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を限度とす

第１条の７ 法第４条第１項ただし書（法第５条の９第１項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の条例で定める範囲は、次の各号に
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る。 掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を限度とす

る。 

(1) 都市公園法施行令（昭和31年政令第290号。以下「政令」という。）

第６条第１項第１号に掲げる場合（同号に規定する建築物に限る。）

 都市公園の敷地面積の100分の10 

(1) 都市公園法施行令（昭和31年政令第290号。以下「政令」という。）

第６条第１項第１号に規定する建築物を設ける場合 都市公園の敷

地面積の100分の10 

(2) 政令第６条第１項第２号に掲げる場合（同号に規定する建築物に

限る。） 都市公園の敷地面積の100分の20 

(2) 政令第６条第１項第２号に規定する建築物を設ける場合 都市公

園の敷地面積の100分の20 

(3) 政令第６条第１項第３号に掲げる場合（同号に規定する建築物に

限る。） 前２号に定める割合に都市公園の敷地面積の100分の10を

加えた割合 

(3) 政令第６条第１項第３号に規定する建築物を設ける場合 前２号

および第５号に定める割合に都市公園の敷地面積の100分の10を加

えた割合 

(4) 政令第６条第１項第４号に掲げる場合（同号に規定する建築物に

限る。） 前号に定める割合に都市公園の敷地面積の100分の２を加

えた割合 

(4) 政令第６条第１項第４号に規定する建築物を設ける場合 前号に

定める割合に都市公園の敷地面積の100分の２を加えた割合 

 （新設） (5) 政令第６条第６項に規定する建築物を設ける場合 都市公園の敷

地面積の100分の10  

  

（新設） （公園施設の敷地面積の制限） 

 第１条の８ 政令第８条第１項の条例で定める割合は、100分の50とする。 

  

第２章 都市公園の管理 第２章 都市公園の管理 

第２条および第３条 省略 第２条および第３条 省略 

  

（行為の禁止） （行為の禁止） 

第４条 都市公園においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為を

してはならない。 

第４条 都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしては

ならない。 
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(1) 都市公園を損傷し、または汚損すること。 (1) 都市公園を損傷すること。 

 (2) ごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置することその他

の都市公園の汚損をすること。 

(2) 竹木を伐採し、または植物を採取すること。 (3) 竹木を伐採し、または植物を採取すること。 

(3) 土地の形質を変更すること。 (4) 土地の形質を変更すること。 

(4) 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。 (5) 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。 

(5) はり紙もしくははり札をし、または広告を表示すること。 (6) はり紙もしくははり札をし、または広告を表示すること。 

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。 (7) 立入禁止区域に立ち入ること。 

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れること。 (8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。 

 (9) 指定された場所以外の場所でたき火その他の火気の使用をするこ

と。 

(8) 公園施設をその用途外に使用すること。 (10)公園施設をその用途以外の用途に使用すること。 

 (11)前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理または利用に支障が 

ある行為 

  

（利用の禁止または制限） （利用の禁止または制限） 

第５条 知事は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であ

ると認められる場合または都市公園に関する工事のためやむを得ない

と認められる場合においては、都市公園を保全し、またはその利用者の

危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、または

制限することができる。 

第５条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、区域を定めて、

都市公園の利用を禁止し、または制限することができる。 

(1) 都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認め

られる場合 

(2) 都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上必要があると認めら

れる場合 

(4) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づき公益上やむを得ない

と認められる場合 
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第５条の２～第９条の７ 省略 第５条の２～第９条の７ 省略 

  

第２章の２ 工作物等の保管の手続等 第２章の２ 工作物等の保管の手続等 

第９条の８～第９条の10 省略 第９条の８～第９条の10 省略 

  

第３章 雑則 第３章 雑則 

第10条～第14条 省略 第10条～第14条 省略 

  

   第４章 罰則 第４章 罰則 

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処す

る。 

(1) 第４条(第12条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同

条各号に掲げる行為をした者 

(2) 省略 

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処す

る。 

(1) 第４条(第12条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第

４条各号（第11号を除く。）に掲げる行為をした者 

(2) 省略 

 

第16条以下 省略 第16条以下 省略 

  

 


